
岡崎市監査委員公告第２２号 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知が

あったので、同項の規定によりその内容を公表する。 

 

 平成２３年１月３１日 

 

 

 

                  岡崎市監査委員 渡 邉 宗 男 

                  同       中 根 常 彦 

                  同       近 藤 隆 志 

                  同       田 口 正 夫 

 

 



措置の通知書（保健所 総務課、生活衛生課、健康増進課） 

平成２２年 ３月３０日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第５号関係分         平成２２年 ６月２８日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

 

現金出納簿について、記載方法

の誤り、領収証書等の関係書類と

内容や日付が一致しないなどの不

備が見受けられた。分任出納員及

び資金前渡職員は、予算決算及び

会計規則に準拠して、現金出納簿

を整備し、その所掌に係る現金を

適切に管理されたい。 

 

 

 

 

 

 予算決算及び会計規則並びに会計課資料を再

確認の上、記載誤りについて吟味し、各担当職員

に周知徹底した。なお、平成２２年度作成の現金

出納簿は適切に記載している。 

 

 

 

 

 

 

 

 



措置の通知書（保健所 総務課） 

平成２２年 ３月３０日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第５号関係分         平成２２年 ６月２８日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

 

動物焼却使用料の収納につい

て、現金の取扱いに必要な釣銭と

して私金を使用していたが、公金

と私金は混同してはならないた

め、会計管理者と協議し、予算決

算及び会計規則に準拠した適正な

処理をされたい。 

 

 

 

 

 

平成２２年６月２４日付けで、会計管理者に釣

銭支給依頼書を提出し、同年７月１日に現金の交

付を受けて、これを使用している。 

 



措置の通知書（保健所 動物総合センター） 

平成２２年 ３月３０日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第５号関係分         平成２２年 ６月２８日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

 

野生蜂駆除処理業務の委託契約に

ついて、相手方に渡すべき契約書が

保管書類のなかに残されていたた

め、今後は適切な処理をされたい。

また、契約書に個人情報取扱特記事

項が添付されておらず、発注方法等

の具体的な業務の内容が仕様書に記

載されていないなどの契約関係書類

の不備が見受けられたため、業務内

容に即した適正な契約事務をされた

い。 

 

 

公有財産台帳において、表紙及び

総括表並びに門・囲障の工作物台帳

が作成されていないなどの不備が見

受けられた。現在、公有財産台帳の

電磁的記録化が進められているとこ

ろであるが、その基礎となる同台帳

の整備について、公有財産管理規則

に準拠した適正な処理をされたい。 

 

 

（意見） 

 

 家畜診療に使用する毒薬及び劇薬

については、定期的な在庫数量の点

検を実施し、適切に保管管理された

い。 

 

 

 

 

 平成２１年度の契約書については、相手方へ

渡した。また、契約書への個人情報取扱特記事

項の添付、仕様書への業務内容の記載について

は、平成２２年度の契約から適正に実施してい

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

未作成であった工作物台帳等を作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２２年度から、毎月定期的な在庫管理を

行い、薬品の適正管理を行っているところであ

る。 

 



岡崎市監査委員公告第２８号 

 

 地方自治法第１９９条第１２項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知が

あったので、同項の規定によりその内容を公表する。 

 

 平成２３年２月２５日 

 

 

 

                  岡崎市監査委員 渡 邉 宗 男 

                  同       中 根 常 彦 

                  同       近 藤 隆 志 

                  同       田 口 正 夫 

 

 



措置の通知書（岡崎市教育委員会 保健給食課） 

平成２２年 ５月１０日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第６号関係分         平成２２年 ６月２８日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（意 見） 

 

給食費及び日本スポーツ振興セ

ンター共済掛金の現金出納簿につ

いて、記入誤りや記入漏れが見受

けられ、さらに給食費の保護者へ

の返金遅れや返金の際の保護者か

らの領収書の未徴収などの点も見

受けられたため、適切な処理に努

められたい。 

 

給食費会計の口座に PTA会費等

公金以外の学校徴収金が振り込ま

れているものが見受けられたが、

予算決算及び会計規則第 161 条の

規定により、分任出納員（学校長）

はその取扱いに係る現金を私金と

混同してはならないため、同規則

に準拠した適正な管理をされた

い。 

 

 

 

 

 

 

 当該校に確認し、記入誤りや記入漏れ等につ

いて修正させた。 

また毎年３月に事務説明会を開催し、現金出

納簿の説明をしており、指摘事項については再

度周知徹底を図る。 

 

 

 

 

当該校に確認し、給食費会計の口座に他会計

のお金が振り込まれることがないように徹底さ

せた。 

給食費会計の事務については、学期ごとに開

催される給食主任者会の際に周知しており、指

摘事項についても再度周知徹底を図っていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



措置の通知書（岡崎市教育委員会 総務課） 

平成２２年 ５月１０日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第６号関係分         平成２２年 ６月２８日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（意 見） 

 

就学援助費・給食扶助費が他団

体からの補助金の口座に入金さ

れ、さらに利子がついているが、

それが未処理になっているものが

見受けられたため、適切な処理を

されたい。 

 

備品管理について、備品標示票

の貼付誤りが多数見受けられたと

ともに、備品一覧表に記載された

設置場所に現物が見当たらなかっ

たため、物品管理規則に準拠して

適正に管理されたい。 

また、LL 教室における使用しな

くなった備品等の取扱い及びリー

ス物品の各学校における管理を適

切に行うための標示、台帳管理等

の方法を、教育委員会が中心とな

り検討されたい。 

 

 

 

 

 利子については、岡崎市の歳入としての受け

入れ処理を行った。 

 口座については決済用預金への変更手続きを

行い、また異なる会計のものが混同して入金さ

れることがないように徹底させた。 

 

 

備品に関しては、管理備品一覧表に記載のも

のと設置場所が一致するか、備品標示票が適切

に貼付されているかなどについて、夏休み期間

中に各学校の事務担当者を通じて点検させ、適

正な管理の徹底を図った。また使用しなくなっ

た備品があった場合には、その都度不用決定の

手続きを行った。 

 リース物品に関しては、今年度契約分より、

リース物品に標示票を貼るように契約の条項に

記載し、それらが区別できるように徹底させた。

またそれらの管理については、契約締結時に作

成する機器明細等を各校に送付し、それを用い

て管理させることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



措置の通知書（岡崎市教育委員会 学校指導課） 

平成２２年 ５月１０日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第６号関係分         平成２２年 ６月２８日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（意 見） 

 

毒物及び劇物の管理において

は、毒物・劇物・危険物薬品受払

簿と使用薬品補助簿が合致してい

ないものや、鍵の管理などが不十

分なものが見受けられたため、盗

難や事故等に備え、管理責任者を

中心にした慎重な管理に努められ

たい。 

 

 

 

 

 

 

 理科主任会（６月 29日、９月７日実施）にて、

理科指導員が薬品の管理について、各学校の理

科主任を指導したり、１学期・２学期末の主事

訪問において、理科準備室の点検と同時に、薬

品受払簿・補助簿の記載の点検や、薬品の残量

と薬品受払簿・補助簿の照らし合わせを行って

指導したりするなどし、不十分な点があった場

合にはその都度訂正させ、適正な管理の徹底を

図った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



岡崎市監査委員公告第 30号 

 

 地方自治法第 199 条第 12 項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知があっ

たので、同項の規定によりその内容を公表する。 

 

 平成 23 年３月 29日 

 

 

 

                  岡崎市監査委員 渡 邉 宗 男 

                  同       中 根 常 彦 

                  同       近 藤 隆 志 

                  同       田 口 正 夫 

 

 



措置の通知書 （株式会社岡崎情報開発センター ＩＴ推進課） 

平成 22 年 10月 28日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第 23 号関係分             平成 23 年１月 31 日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

１ 労働者派遣事業の実施において、次

のような不備が見受けられたため、法

令等に準拠した適正な対応をされた

い。 

(1) 派遣労働者に対しては、雇用する

ときに派遣労働者であることを本

人にあらかじめ明示し（労働者派遣

事業の適正な運営の確保及び派遣

労働者の就業条件の整備等に関す

る法律第 32 条第１項）、また、派遣

の際には、就業条件等をあらかじめ

明示する必要がある（同法第 34 条

第１項）が、これらの手続きが行わ

れていないものがあった。 

(2) 派遣元管理台帳が作成されてい

なかった。（同法第 37条第１項） 

(3) 契約書に、就業の場所、就業する

日、派遣先の指揮命令者の役職及び

氏名等が記載されていないものが

あった。（同法第 26条第１項） 

(4) 契約書に定められた勤務報告書

が、所定の手続きによって作成され

ていなかった。 

 

１ 指摘の書類の不備及び記述の不備に

ついては、監査対象となった平成２１

年度分、及び平成２２年度分の契約添

付書類を、再点検し、不足書類の追加

あるいは、書類の差し替えを遡及処理

した。 

また、今後の労働派遣事業の実施に

おける書類の不備を防ぐべく、「派遣労

働業務に係る書類整備の留意点」とし

てまとめ、指摘事項の再発を生じるこ

とのないよう、対策を講じた。 

 

 



指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

２ 教材費の購入において、代金が二重

払いの状態になっていたものがあった。

重複分についてはすみやかに戻入の手

続きを行い、今後は、小口現金の処理方

法について検討するとともに、チェック

体制を強化して、適正な事務処理をされ

たい。 

 

２ 二重払いになっていた社員から、現

金の返戻を受け（２月１日）、同日に振

替伝票を作成して、経理帳簿を正しく

整えた。 

  今後は、やむを得ない場合を除き、

商品の着払いによる、社員の現金での

立替払いを無くすこととした。 

 



岡崎市監査委員公告第４号 

 

 地方自治法第 199 条第 12 項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知があっ

たので、同項の規定によりその内容を公表する。 

 

 平成 23 年６月 30日 

 

 

 

                  岡崎市監査委員 渡 邉 宗 男 

                  同       中 根 常 彦 

                  同       近 藤 隆 志 

                  同       田 口 正 夫 

 

 



措置の通知書 （福祉保健部 生活福祉課） 

平成２２年 ８月２４日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第１６号関係分        平成２２年１１月２６日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

現金出納簿に検査証印が押され

ていないもの、金額の記載もれなど

不備な点が見受けられたため、予算

決算及び会計規則に準拠した適正

な処理をされたい。 

 

現金出納簿の検査証印もれ、記載もれにつ

いては、入出金及び月例精算時において管理

職による確認を行うこととし、改善の措置を

した。 

 

 

  



措置の通知書 （福祉保健部 障がい福祉課） 

平成２２年 ８月２４日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第１６号関係分        平成２２年１１月２６日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

障がい者居住サポート事業の

委託契約は、年度をまたいで実施

する事業であるため契約書に自

動更新を規定していたが、複数年

に渡る予算の裏付けには債務負

担行為が必要であるため、法令等

に準拠した適正な処理をされた

い。 

 

 

 

契約書を見直し、平成 23年４月１日付けで新

たに単年度限りの契約を締結した。 

 

友愛の家で実施している地域

活動支援センター事業委託にお

いて、利用者の自己負担金を受託

者の収入として徴収させ、委託料

からその金額を差し引いて支払

っていた。同事業及びその使用料

は福祉の村条例に規定されてお

り、私人に徴収させる場合は公金

収納委託の手続きが必要である。

また、委託料との相殺手続きにつ

いても、法令等に準拠した適正な

処理をされたい。 

 

平成 23年４月１日から、単独の地域活動支援

センター事業委託契約ではなく指定管理業務委

託の中に含めたうえ、利用料金制を採用するこ

ととし、平成 23年３月 28日に締結した「岡崎

市福祉の村の指定管理業務に関する基本協定

書」に明記した。 



指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（意  見） 

指定管理者から提出させてい

る毎年度の運営計画書、月毎の業

務報告書には、管理業務の実施、

料金収入、管理経費の収支等の事

項が記載されていなかった。年度

当初、中途においても指定管理者

による管理の実態を適切に把握

するため、年度終了後の事業報告

書に準拠したものとされるよう

要望する。 

 

 

平成 23年度からの契約更新にともない、月次

報告内容の見直しを行い、追加事項として、保

守点検業務の実施状況及び精算項目である修繕

費の執行状況を報告させることとした。 

  



措置の通知書 （福祉保健部 長寿課） 

平成２２年 ８月２４日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第１６号関係分        平成２２年１１月２６日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

現金出納簿に検査証印が押さ

れていないもの、金額の記載もれ

など不備な点が見受けられたた

め、予算決算及び会計規則に準拠

した適正な処理をされたい。 

 

 

 

介護保険料の現金書留納付について現金出納

簿の記載がなかった。 

指摘以降の 12月、1 月に送付のあった、現金

書留納付については、取扱い担当者の現金出納

簿への記載を行い、現金出納報告書への記載及

び報告を行った。 

 

（意  見） 

指定管理者から提出させてい

る毎年度の運営計画書、月毎の業

務報告書には、管理業務の実施、

料金収入、管理経費の収支等の事

項が記載されていなかった。年度

当初、中途においても指定管理者

による管理の実態を適切に把握

するため、年度終了後の事業報告

書に準拠したものとされるよう

要望する。 

 

 

平成２３年度からの契約更新にともない、月

次報告内容の見直しを行い、追加事項として、

保守点検業務の実施状況及び精算項目である修

繕費の執行状況を報告させることとした。 

 

 



措置の通知書 （福祉保健部 医療助成室） 

平成２２年 ８月２４日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第１６号関係分        平成２２年１１月２６日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

業務委託契約等において、契約

書に規定された、第三者への再委

託が禁止されているにもかかわ

らず再委託をしているものや、第

三者に再委託する場合の書面に

よる手続きがなされていなかっ

たものが見受けられたため、適正

な処理をされたい。 

また、再委託を承認する際は、

再委託先ごとの業務内容及び金

額を確認されたい。 

 

 

第三者に再委託する際の業務再委託承諾申出

書の提出及び承諾書等の手続きを、適正におこ

なった。 

また、業務内容及び金額についても適正であ

ることを確認した。 

 

 



岡崎市監査委員公告第５号 

 

 地方自治法第 199 条第 12 項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知があっ

たので、同項の規定によりその内容を公表する。 

 

 平成 23 年６月 30日 

 

 

 

                  岡崎市監査委員 渡 邉 宗 男 

                  同       中 根 常 彦 

                  同       近 藤 隆 志 

                  同       田 口 正 夫 

 

 



措置の通知書 （税務部） 

平成２２年 ９月２９日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第２０号関係分        平成２２年１２月２７日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

業務委託契約、機器賃貸借契約

等において、契約書に規定され

た、第三者に再委託する場合の書

面による手続きがなされていな

かったものや、契約書に第三者委

託の制限についての条項のない

ものが見受けられたため、適正な

処理をされたい。また、再委託を

承認する際は、再委託先ごとの業

務内容及び金額を確認されたい。 

 

 

（意  見） 

 調定変更書及び振替命令書に

おける決裁印もれ、申請書類への

収受印もれ等が散見された。ま

た、その他の書類においても記載

誤り、日付誤りが見受けられたた

め、内部けん制体制を強化し、決

裁者等のチェック体制を確立さ

れたい。 

 

 

 

第三者委託の制限についての条項がなかった

契約書については、制限の条項を設けることと

した。また、契約書規定に基づく第三者への再

委託の際には、再委託先、業務内容、再委託金

額、再委託理由を記載した書面を請負者より提

出させることを徹底し、内容の確認を行うこと

とした。 

 

 

 

 

 

 

 部内各課において掲示板等にて監査結果を周

知するとともに、適正な事務処理に向けて班長

による指導を行った。また、書類保存の際には

再度担当職員による内容の確認を実施すること

を徹底した。 

 

 

 

 

 



措置の通知書 （税務部 市民税課） 

平成２２年 ９月２９日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第２０号関係分        平成２２年１２月２７日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（意  見） 

 住民税普通徴収納税通知書兼

税額決定通知書製本・封入・封緘

業務委託において、契約書第９条

の規定による完了に伴う検査結

果の通知がなされていないので

適正に対応されたい。 

 

 

 

 

 

 

 平成２３年１月以降については、検査結果の

通知を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 



岡崎市監査委員公告第６号 

 

 地方自治法第 199 条第 12 項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知があっ

たので、同項の規定によりその内容を公表する。 

 

 平成 23年７月 29日 

 

 

 

                  岡崎市監査委員 渡 邉 宗 男 

                  同       中 根 常 彦 

                  同       近 藤 隆 志 

                  同       田 口 正 夫 

 



措置の通知書 （こども部 家庭児童課） 

平成 22 年 11 月 26日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第 26号関係分             平成 23 年２月 25日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

財産に関する調書において、母子寡

婦福祉資金貸付金の債権の年度末現

在高に違算があった。当該調書を作成

するための債権現在額報告書につい

ては、未調定債権の現在額を報告する

ものであるため、是正されたい。（債

権管理規則第 30条） 

また、当該貸付金を管理している母

子寡婦福祉資金貸付事務システムで

は、債権の現在高を集計する機能がな

いとのことであったが、決算として公

表する計数の妥当性を検証するため

にも、その合理的な基礎として現在高

の把握は必要なため、適正に対応され

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年４月 26日、平成 22 年度末債権

現在額報告書において是正した。 

母子寡婦福祉資金貸付事務システムで

は、債権額を集計する機能はないが、決算

年度中の増加額及び減少額はシステムで確

認できるため、適正な把握に努めていく。 

 

 

 



指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

前年度未収金の繰越処理について、

繰越調定金額の違算（放課後児童育成

料）や調定の入力時期が適当でないも

の（子育て短期支援負担金、児童手当

返還金収入、児童扶養手当返還金収

入）が見受けられたため、予算決算及

び会計規則等に準拠した適正な処理

をされたい。 

 

 

 

 

子育て短期支援負担金に係る繰越処理に

ついて、調定年月日を修正した。 

 

 

 

 

 



岡崎市監査委員公告第７号 

 

 地方自治法第 199 条第 12 項の規定に基づき、市長から措置を講じた旨の通知があっ

たので、同項の規定によりその内容を公表する。 

 

 平成 23年７月 29日 

 

 

 

                  岡崎市監査委員 渡 邉 宗 男 

                  同       中 根 常 彦 

                  同       近 藤 隆 志 

                  同       田 口 正 夫 

 

 

 



措置の通知書（岡崎市観光協会 観光課） 

平成22年９月29日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第21号関係分                平成22年12月27日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（意見） 

５ 会計処理について、平成２０

年３月に導入された会計シス

テムにより処理を行っている

が、その機能が十分に活用され

ておらず、現在も引き続き単式

簿記から複式簿記への移行期

にあるので、財政状態及び経営

成績を明らかにするためにも

早期に複式簿記への移行を完

了されたい。 

 

５ 平成 22 年度の決算並びに税務申告の書類

作成、提出（平成 23年５月末日）について、

公益法人会計基準に準拠した財務諸表を作成

し、複式簿記の方式を取り入れた事務処理を

行った。 

 



岡崎市監査委員公告第8号 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199 条第 12 項の規定に基づき、市長から措

置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。 

 

 平成 23年９月 29日 

 

 

 

                  岡崎市監査委員 渡 邉 宗 男 

                  同       中 根 常 彦 

                  同       近 藤 隆 志 

                  同       田 口 正 夫 

 



措置の通知書 （こども部 こども育成課） 

平成 22 年 11 月 26日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第 26号関係分             平成 23年２月 25日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

子ども手当給付業務に係る労

働者派遣契約において、派遣労働

者の就業状況等についての記録

が派遣先管理台帳に記載されて

いなかったため、法令等に準拠し

た適正な処理をされたい。（労働

者派遣事業の適正な運営の確保

及び派遣労働者の就業条件の整

備等に関する法律第 42 条） 

 

 

前年度未収金の繰越処理につ

いて、繰越調定金額の違算（放課

後児童育成料）や調定の入力時期

が適当でないもの（子育て短期支

援負担金、児童手当返還金収入、

児童扶養手当返還金収入）が見受

けられたため、予算決算及び会計

規則等に準拠した適正な処理を

されたい。 

 

派遣労働者の就業状況等について、派遣先管

理台帳を作成した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

放課後児童育成料の繰越調定金額の違算につ

いて修正した。 

児童手当返還金収入及び児童扶養手当返還金

収入に係る繰越処理の調定年月日を修正した。 

 

 



指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（意 見） 

備品管理において、次のような

不備が見受けられたため、物品管

理規則等に準拠した適正な管理

をされたい。 

(1) 児童扶養手当等事務システ

ムをはじめとする各種事務管

理システムについては、業務委

託によって開発されたもので

あったが、ソフトウェアとして

備品登録されていなかった。 

 

 

地域子ども会活動事業費補助

金等の交付要綱については、補助

金の使途基準が明確に規定され

ていなかった。また、交付手続の

際に市へ提出される予算書及び

決算書についても、補助金の充当

先、充当金額が明示されていなか

ったため、適正に対応されたい。 

 

児童育成センター利用者管理システム・児童 

福祉システム（児童扶養手当）・児童福祉シス 

テム（児童手当）・児童福祉システム（子ども 

手当）として、個々に備品登録した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域子ども会活動費補助金等の交付要綱につ

いて、使途基準を規定した。（平成 23年４月１

日） 

交付手続きの際、市へ提出される予算書及び

実績報告書において補助金の充当先等を明示す

るよう指導した。（平成 23年５月） 

 

 



岡崎市監査委員公告第 11号 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199 条第 12 項の規定に基づき、市長から措

置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。 

 

 平成 23年９月 29日 

 

 

 

                  岡崎市監査委員 渡 邉 宗 男 

                  同       中 根 常 彦 

                  同       近 藤 隆 志 

                  同       田 口 正 夫 

 

 



措置の通知書 （こども部 保育課） 

平成 22 年 11 月 26日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第 26号関係分             平成 23 年２月 25日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（意見） 

備品管理において、次のような不備

が見受けられたため、物品管理規則等

に準拠した適正な管理をされたい。 

(2) 私立保育園に無償貸与している

ＡＥＤについては、物品管理システ

ムへの設置場所等の登録が適正に

行われていなかった。 

(3) 寄附受納された備品について、備

品登録が行われていないものがあ

った。 

 

 

(2) 物品管理システムへ設置場所等の登録

を行った。 

(3) 備品登録を行った。 

 



岡崎市監査委員公告第 12号 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199 条第 12 項の規定に基づき、市長から措

置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。 

 

 平成 23年９月 29日 

 

 

 

                  岡崎市監査委員 渡 邉 宗 男 

                  同       中 根 常 彦 

                  同       近 藤 隆 志 

                  同       田 口 正 夫 

 

 

 



措置の通知書（水道局） 

平成22年10月28日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第27号関係分                 平成23年２月25日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

岡崎市水道事業検針･受付徴収

等業務委託において、業務の遂行

に必要な物品としてオンライン

システム端末及びプリンタを貸

与していたが、当該機器は市が賃

借しているものであり、その機器

賃貸借契約書においては、第三者

への貸与が禁止されているため、

今後は適正な処理をされたい。 

 

行政財産目的外使用許可の決

裁及びその添付書類において、公

有財産管理規則第 26条に規定さ

れた必要事項の記載がなかった

ため、同規則に準拠した適正な処

理をされたい。また、行政不服審

査法及び行政事件訴訟法に基づ

く教示についても記載がなかっ

たため、今後は適正な対応をされ

たい。 

 

 自家用電気工作物の保安管理

業務委託契約書において、契約金

額が記載されていなかったため、

適正に対応されたい。 

 

   23年度から、機器借入先の日本電子計算機株

式会社と変更契約を交わして、第三者に貸与で

きうる条項で契約を結び直し貸与した。 

 

 

 

 

 

 

 

公有財産管理規則第 26条に規定された必要

事項の記載を確認し、内部決裁書類に反映させ

た。また、行政不服審査法及び行政事件訴訟法

に基づく教示についても記載がなかったため、

記載を加えた新様式で許可証を発行した。 

 

 

 

 

 

 

23年度からは金額を明示した形で契約を締

結した。 

 



岡崎市監査委員公告第 13号 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第67号）第 199 条第 12 項の規定に基づき、市長から措

置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。 

 

 平成 23年９月 29日 

 

 

 

                  岡崎市監査委員 渡 邉 宗 男 

                  同       中 根 常 彦 

                  同       近 藤 隆 志 

                  同       田 口 正 夫 

 

 

 

 



措置の通知書 （総務部 総務文書課） 

平成22年11月26日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第25号関係分            平成23年２月25日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（意  見） 

週休日の振替え及び半日勤務時

間の割振り変更簿、法定労働時間

を超えて勤務した時間数確認簿、

時間外勤務命令簿等職員の服務に

関する書類において、記載もれ、

記載方法の誤りが散見されたた

め、今後は条例・規則等に準拠し

た適正な処理をされたい。 

 

 

条例・規則の内容を理解したうえで事務処理

を行うよう職員に周知するとともに、庶務担当

において複数の職員が定期的に確認するようチ

ェック体制を強化した。 

 

 

（指摘事項） 

市政情報コーナーでの行政資料

の有償頒布等に係る現金出納簿の

作成方法、現金の払込みについて、

予算決算及び会計規則に定められ

た手続きと異なる取扱いが見受け

られた。また、選挙投票事務のた

め資金前渡された現金の出納につ

いて、戻入分が現金出納簿に記載

されていない事例があったため、

今後は適正な処理をされたい。 

 

 

 有償頒布については、予算課である企画課が

現金出納簿の記載、指定金融機関への払込みを

行っていたが、２月１日から実際に売払いをし

た総務文書課が行うようにした。また、現金出

納簿の記載について、当日の収入を払込みした

後に受領した現金は、翌日分として記載してい

たが、２月１日から当日分として記載している。 

 戻入分については、今後記載漏れのないよう

適正に処理することとした。 

 



岡崎市監査委員公告第 14号 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199 条第 12 項の規定に基づき、市長から措

置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。 

 

 平成 23年９月 29日 

 

 

 

                  岡崎市監査委員 渡 邉 宗 男 

                  同       中 根 常 彦 

                  同       近 藤 隆 志 

                  同       田 口 正 夫 

 

 

 

 



措置の通知書 （総務部人事課） 

平成22年11月26日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第25号関係分            平成23年２月25日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（意  見） 

週休日の振替え及び半日勤務

時間の割振り変更簿、法定労働時

間を超えて勤務した時間数確認

簿、時間外勤務命令簿等職員の服

務に関する書類において、記載も

れ、記載方法の誤りが散見された

ため、今後は条例・規則等に準拠

した適正な処理をされたい。 

 

（指摘事項） 

労働基準法に規定された手続

きについて次のとおり不備な点

が見受けられたため、今後は法令

等に準拠し適正な対応をされた

い。 

⑵ 労働基準法第 37条第３項

に規定された、同条第１項の

ただし書の規定による１箇

月につき 60時間を超えて労

働させた場合の割増賃金の

支払に代えて有給の休暇を

与える際に必要な労働組合

等との書面による協定の締

結がなされていなかった。 

 

 

職員の服務に関する書類について、記載もれ

や記載方法の誤りを防ぐため、複数の職員によ

る記載内容のチェックをすることとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 平成 23 年４月１日付けで岡崎市職員組

合及び岡崎市役所従業員労働組合と時間外

勤務代休時間に関する協定を締結した。 

 

 

 

 

 

 

 



平成 21年分給与所得の源泉徴

収票等の法定調書合計表におい

て、不動産の使用料等の支払調書

合計表及び不動産の譲受けの対

価の支払調書合計表の記入がさ

れていなかったため、今後は法令

等に準拠し適正な対応をされた

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22 年分給与所得の源泉徴収票等の法定

調書合計表には、該当のある不動産の使用料等

の支払調書合計表を記入した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



岡崎市監査委員公告第 15号 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199 条第 12 項の規定に基づき、市長から措

置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。 

 

 平成 23年９月 29日 

 

 

 

                  岡崎市監査委員 渡 邉 宗 男 

                  同       中 根 常 彦 

                  同       近 藤 隆 志 

                  同       田 口 正 夫 

 

 

 

 



措置の通知書 （総務部 契約課） 

平成22年11月26日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第25号関係分            平成23年２月25日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

週休日の振替え及び半日勤務

時間の割振り変更簿、法定労働時

間を超えて勤務した時間数確認

簿、時間外勤務命令簿等職員の服

務に関する書類において、記載も

れ、記載方法の誤りが散見された

ため、今後は条例・規則等に準拠

した適正な処理をされたい。 

 

 

 

条例・規則の内容を理解したうえで事務処理

を行うよう職員に周知するとともに、庶務担当

において複数の職員が定期的に確認するようチ

ェック体制を強化した。 

 

 

 

 



岡崎市監査委員公告第 16号 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199 条第 12 項の規定に基づき、市長から措

置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。 

 

 平成 23年９月 29日 

 

 

 

                  岡崎市監査委員 渡 邉 宗 男 

                  同       中 根 常 彦 

                  同       近 藤 隆 志 

                  同       田 口 正 夫 

 

 

 

 

 



措置の通知書 （総務部 財産管理課） 

平成22年11月26日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第25号関係分            平成23年２月25日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

（指摘事項） 

 普通財産貸付の決裁において、

公有財産管理規則第32条第１項に

規定された必要事項の記載がない

もの、同条第２項に規定された添

付書類が不備であるもの等があっ

たため、今後は適正な処理をされ

たい。 

また、普通財産として貸付けし

ていた土地を行政財産に用途変更

した後も普通財産の貸付契約から

除いておらず、本来必要な行政財

産目的外使用許可の手続きがなさ

れていない事例が見受けられたた

め、適正な処理について検討され

たい。 

 

 

公有財産管理規則第32条第１項に規定された

必要事項の記載及び、同条第２項に規定される

添付書類について添付するように改善した。 

また、行政財産の土地を貸付けしていた件に

ついても行政財産目的外使用に変更し適正な処

理をした。 

（意  見） 

シルバー人材センターとの地方

自治法施行令第 167条の２第１項

第３号に基づく随意契約におい

て、契約規則第 23 条第２号に定め

る手続きがなされていないものが

あったため、今後は適正な処理を

されたい。 

 

 

 シルバー人材センターとの地方自治法施行令

第 167条の２第１項第３号に基づく随意契約に

おいて、契約規則第 23 条第２号に定める手続き

について平成23年度から適正に処理している状

況である。 

 



（意  見） 

職員が公用車にて出張した際、

有料道路使用料及び駐車場使用料

を立替払し、帰庁後資金前渡者か

ら現金を受領している事例が見受

けられた。立替払は現行財務会計

制度上認められていないため、法

令等に準拠した適正な対応を検討

されたい。 

 

 

 平成 23年３月から有料道路使用料及び駐車場

使用料を利用する際に提出する利用申請書には

必ず利用金額を明記するよう指示し、現金を出

張前に渡すようにした。 

 



岡崎市監査委員公告第 17号 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199 条第 12 項の規定に基づき、市長から措

置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。 

 

 平成 23年 11月 29 日 

 

 

 

                  岡崎市監査委員 渡 邉 宗 男 

                  同       中 根 常 彦 

                  同       稲 垣 良 美 

                  同       太 田 俊 昭 

 



措置の通知書 （市長公室 広報広聴課） 

平成 23 年１月 31 日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第１号関係分             平成 23 年４月 27日まで 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

 

（意 見） 

 

契約事務について、次のような契約

内容と不整合な点が見受けられたの

で、今後は適正な処理をされたい。 

 

(1)メールマガジンシステムの運用管

理業務及び保守点検業務の委託契約

において、業務従事者の個人情報保護

及び守秘義務に関する誓約書が市へ

提出されていなかった。 

 

(2)画像処理用パソコンの賃貸借契約

において、一部完了払時に、契約書に

規定された検査の結果を受注者に書

面により通知していなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)については、あらためて誓約書の提出を

受けた。今後も適正な処理に努める。 

 

 

 

 

(2)については、あらためて検査の結果を書

面により通知した。今後も適正な処理に努

める。 

 



岡崎市監査委員公告第 18号 

 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 199 条第 12 項の規定に基づき、市長から措

置を講じた旨の通知があったので、同項の規定によりその内容を公表する。 

 

 平成 23年 11月 29 日 

 

 

 

                  岡崎市監査委員 渡 邉 宗 男 

                  同       中 根 常 彦 

                  同       稲 垣 良 美 

                  同       太 田 俊 昭 

 



 

措置の通知書 （市長公室 防災危機管理課） 

平成23年１月31日から 

監査期間 

岡崎市監査委員公告第１号関係分            平成23年４月27日まで 

監 査 結 果 措 置 状 況 

（意 見） 

 

備品管理において、次のような不備

が見受けられたため、物品管理規則等

に準拠した適正な管理をされたい。 

(1) 不用となった備品（ＯＡ機器）に

ついて、物品管理規則第 25条に規

定された手続を経ることなく廃棄

処分していたものがあった。 

 

 

 

 

物品使用不能品等報告書を作成し、不用

の決定手続きを行った。今後は適正な管理

に努めていく。 

 


